
宋
一
初
に
お
け
る
二
三
の
禁
令
ミ
タ

ン
グ

l
ト
問
題

|
|
李
縫
遷
の
興
起
を
め
ぐ
っ
て
|
|

お
よ
そ
中
園
民
族
の
歴
史
に
お
い
て
、
塞
外
諸
民
族
と
の
通
婚

混
血
が
少
か
ら
ぬ
意
義
を
有
す
る
こ
と
は
、
諸
家
の
指
摘
さ
れ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
州
、
中
園
史
上
、
中
園
民
族
と
塞
外
諸
民
族
と
の
逼
婚

は
そ
の
由
来
き
わ
め
て
古
い
。
秦
漢
以
来
、
塞
外
諸
族
の
中
圏
内
地

に
移
住
す
る
も
の
が
漸
増
し
た
の
で
あ
る
が
、
殊
に
規
晋
南
北
朝
の

際
、
五
胡
諸
民
族
の
内
地
に
雑
居
す
る
に
お
よ
ん
で
、
華
北
に
お
け

る
中
園
・
塞
外
雨
民
族
の
逼
婚
は
む
し
ろ
遁
常
の
事
貨
と
な
っ
た
の

で
あ
っ
て
、
清
末
の
人
、
黄
節
は
、
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狩
智
之
務
(
拓
蹴
魂
)
。
:
:
:
乃
懐
中
園
之
櫨
祭
文
章
。
而
冒
其
族

姓
。
惰
唐
以
降
。
膏
信
用
中
園
之
民
。
且
進
而
篤
士
大
夫
。
以
自
旋

其
門
開
。
高
門
大
姓
十
五
。
而
非
五
帝
三
王
之
支
庶
。
婚
官
相
雑
。

岡

崎

精

良E

無
輿
排
之
失
。

と
読
い
て
い
る
(
光
緒
三
十
二
年
度
の
「
園
粋
拳
報
」
史
篇
所
収
の

「
黄
史
頻
復
記
」
)
。
桑
原
蹄
議
博
士
は
諸
例
誼
を
あ
げ
ら
れ
つ
つ
、

唐
代
の
審
漢
逼
婚
の
事
賓
を
指
摘
さ
れ
た
が
、
そ
の
結
論
と
し
て
、
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「
之
を
要
す
る
に
、
唐
時
代
に
は
、
原
則
と
し
て
は
蕃
漢
の
通
婚
を

禁
止
せ
ざ
り
し
が
如
く
、
文
事
賓
と
し
て
そ
の
遜
婚
の
賓
行
さ
れ
し

こ
と
疑
を
容
れ
ず
。
」
と
読
か
れ
、
な
お
績
け
て
、
「
宋
時
代
も
大
瞳

てに
い於
る(Z)て
。 唐

時
代
と
同
様
な
り
し
な
ら
ん
と
想
は
る
L 

と
の
べ
ら
れ

し
か
し
な
が
ら
、
博
士
の
指
摘
さ
れ
て
い
る
如
く
、
さ
き
の
蕃
漢

遁
婚
は
中
圏
内
地
に
廟
化
移
住
せ
る
外
民
族
と
の
遁
婚
に
限
ら
れ
た

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
入
貢
遁
商
の
目
的
を
以
て
中
園
に
一
時
的
に
僑

居
せ
る
外
民
族
が
、
通
婚
せ
る
中
園
女
性
を
外
地
に
伴
い
還
る
こ
と
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年

こ す

るで
ノ、 iこ
月唐
十 初
五よ
日り
の禁
勅止
に.さ
はれ
、て

た

貞
観

l主

す
な
わ
ち
、

諸
蕃
使
人
。
所
要
得
漢
婦
女
信
用
妾
者
。
娃
不
得
終
選
蕃
。
(
底
合
要

一O
O雑
録
)

と
て
、
こ
れ
が
禁
令
を
み
て
お
り
、
さ
ら
に
、
唐
律
疏
議
谷
第
八
、

衛
禁
下
、
越
度
縁
過
閥
塞
僚
に
も
、

共
篤
婚
姻
者
流
二
千
里
。

と
の
本
文
に
謝
す
る
疏
議
に
、

諸
蕃
人
所
要
得
漢
婦
女
償
問
委
妾。

並
不
得
将
還
蓉
内
。

と
み
え
る
。

右
の
唐
律
疏
議
と
同
文
が
宋
刑
統
八
、
衛
禁
律
、
越
度
総
遊
間
塞

僚
に
み
え
る
の
で
あ
っ
て
、
宋
代
に
も
同
線
の
規
定
が
あ
っ
た
わ
け

で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
賓
際
は
果
し
て
如
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

右
の
問
題
に
関
連
し
て
、
ま
ず
翠
げ
ら
れ
る
の
は
、
宋
の
太
宗
の

太
卒
輿
園
八
年
(
九
八
=
じ
二
月
十
日
の
詔
文
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

宋
曾
要
、
方
域
一
二
之
三
、
開
襟
録
の
傑
に
、

詔
目
。
近
我
人
歳
貢
馬
。
所
過
州
勝
。
多
私
市
女
口
。
出
過
開
。

自
今
謹
捕
之
。
敢
以
女
ロ
私
市
。
輿
賊
入
者
棄
市
。
吏
知
而
不
以

問
者
。
論
如
法
。

と
あ
り
、
同
書
、
兵
二
七
之
一
に
は
詳
し
く

詔
。
腔
有
蕃
部
料
情
人
口
入
蕃
界
者
。
宜
令
所
経
歴
及
次
過
州
鯨

軍
鎖
。
常
切
験
認
収
捉
。
不
得
放
去
。
如
有
終
人
口
貨
貰
。
輿
蕃

人
。
及
勾
該
居
停
住
。
並
依
格
律
慮
死
。
験
認
到
人
口
。
便
仰
根

問
来
慮
。
牒
法
所
属
州
府
。
付
本
家
。
仰
令
逐
蕗
粉
壁
暁
示
。

と
あ
る
。
以
上
、
宋
曾
要
の
二
記
事
の
中
、
方
域
一
一
一
之
=
万
記
載

に
は
私
市
の
封
象
を
し
る
し
て

「女
口
」
と
の
み
あ
る
が
、
兵
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七
之
一
の
記
事
に
は
た
だ
漠
然
と
「
人
口
」
と
あ
る
の
み
で
、
果
し

て
何
れ
に
従
う
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
が
、
績
資
治
遁
鑑
長
編
巻
二

四
(
同
年
二
月
丁
酉
係
)
の
劉
陛
記
事
に
は
明
確
に
「
女
口
」
と
あ
る
の

で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
従
う
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
女
口
の
字
面

は
他
に
は
あ
ま
り
見
嘗
ら
な
い
が
、
醤
五
代
史
(
一

O
三
、
後
描
慌陥隠帝

紀
下
、
乾
祐
三
年
夏
四
月
丁
丑
係
)
に
も
、

「向
食
奉
御
王
紹
隠
除
名
。

流
沙
門
島
。
坐
匿
軍
管
女
口
也
。」

な
い
。
さ
ら
に
、
以
上
宋
合
要
の
二
記
事
に
み
え
る

「戎
人
」
或
は

と
み
え
、
女
子
の
謂
に
他
な
ら

「蕃
部
」
は
長
編
巻
二
四
の
割
腹
記
事
に
は

「内
属
戎
人
」
と
あ
る

の
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
内
属
戎
人
の
字
面
は
も
と
よ
り
、



中
唐
以
来
、
中
園
に
内
属
せ
る
タ
ソ
グ
l
ト
を
意
味
す
ふ
が
、
こ
の

禁
令
の
出
さ
れ
た
具
僅
的
な
事
情
と
し
て
は
、
あ
た
か
も
こ
の
こ
ろ

引
き
つ
づ

い
て
み
う
け
ら
れ
た
、

タ
ン
グ
l
ト
諸
族
の
入
貢
事
件
が

考
慮
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
前
々
年
た
る
太
卒
輿
園
六
年
(
九
八
一
)

に
は
、
府
州
(
侠
西
省
府
谷
線
)
の
「
外
浪
族
の
首
領
、

来
都
ら
」
(
朱

曾
要
方
域
ニ
一
之
二
、
府
州
僚
)
が
、
さ
ら
に
同
七
年
二
月
庚
午
に
は
、

豊
州
(
侠
西
省
府
谷
鱗
西
北
)
の
「
大
首
領
黄
羅
な
ら
び
に
弟
、

乙
峠
ら
」

(
長
編
二
三
)
、
が
、
夫
々
馬
匹
を
も
た
ら
し
て
来
貢
し
て
い
る
。

に
針
し
、
宋
初
以
来
入
貢
を
く
り
返
し
た
河
西
ウ
ィ
グ
ル
は
太
卒
輿

こ
れ

園
五
年
(
九
八
O
)
三
月
に
来
貢
し
て
よ
り
(
長
編
一
二
・
宋
曾
要
蕃
夷
四

之二)、

乾
徳
五
年

以
後
し
ば
ら
く
入
貢
を
み
ず
、

吐
蕃
の
如
き
、

(
九
六
七
)
に
入
貢
し
て
よ
り
(
宋
史
四
九
二
吐
蕃
俸
)
、
こ
の
禁
の
出
ず

る
ま
で
全
く
そ
の
迩
を
絶
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
禁
令
の
出
さ
れ

た
直
接
原
因
は
タ
ン
グ
l
ト
の
入
貢
問
題
に
あ
り
と
し
て
宜
い
で
あ

ろ
う
。
賓
際
、
府
州
・
豊
州
の
タ
ン
グ
l
ト
は
宋
の
馬
匹
獲
得
の
有

カ
な
る
劉
象
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
宋
曾
要
(
兵
二
四
之
二、

馬
政
六
、
雑
品
開
)
に
、
勺
マ
〈
有
招
馬
之
慮
」
と
し
て
、

麟
・
府
州
則
有
党
項
。
豊
州
則
有
識
才
族
。
環
州
則
有
白
馬
・
鼻
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家
・
保
家
・
名
市
族
。

と
あ
り
、

麟
(
侠
西
省
一
柳
木
豚
北
)
・
環
(
甘
粛
省
環
豚
)

二
州
の
タ
ン
グ

ー
ト
と
と
も
に
列
事
さ
れ
て
い
る
の
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

タ
ン
グ
l
ト
の
入
貢
に
際
し
「
女
口
」
を
私
市
し
て
伴
い
還

さ
て
、

る
も
の
が
あ
り
、
そ
の
間
に
あ
っ
て
密
貿
易
を
営
む
い
わ
ば
奴
隷
荷

人
的
な
徒
輩
の
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
す
ベ

く
、
が
か
る
徒
輩
に

劃
し
て
棄
市
と
い
う
巌
刑
が
課
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
宋
が
あ

え
て
寛
刑
の
美
名
を
す
て
て
極
刑
を
走
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
こ
の

禁
令
の
重
覗
さ
れ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
よ
う
。
し
か
も
こ
の
こ
ろ
、
タ
ン

グ
1
ト
の
馬
匹
到
来
を
め
ぐ
る
私
貿
易
は
盛
ん
に
行
わ
れ
た
の
で
あ

っ
て
、
さ
き
の
禁
令
に
先
立
つ
こ
と

一
年
有
儀
、
太
卒
輿
園
六
年
(
九
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八
二
十
二
月
に
馬
匹
の
私
市
に
闘
す
る
禁
令
を
み
る
に
い
た
っ
た

こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。す
な
わ
ち
、
宋
禽
要
、
兵
二
二
之

一
、
買
馬
僚
に
、

詔
。
歳
於
謹
郡
市
馬
。
償
以
善
債
。
内
属
我
人
騎
馬
詣
関
下
者
。

悉
令
勝
次
績
食
。
以
優
之
。
如
開
。
富
人
皆
私
市
之
。
致
戦
騎
多

開
。
自
今

一
切
禁
之
。
達
者
許
相
告
設
。
毎
匹
賞
銭
十
蔦
。
私
市

者
論
其
罪
。

、中
外
官
犯
者
所
在
以
聞
J

と
あ
る
。
し
か
も
、

か
く
し
て
市
馬
を
園
滑
な
ら
し
め
る
目
的
を
以
，

て
出
さ
れ
た
私
市
の
禁
が
、
わ
ず
か
二
年
の
後
、
太
卒
輿
園
八
年
十

二
月
に
い
た
り
、
俄
に
解
除
せ
ら
れ
た
の
は
注
意
す
へ
く
、
そ
れ
は



42 

あ
た
か
も
女
口
の
私
市
の
禁
と
年
を
同
じ
う
す
る
が
、
解
禁
の
事
情

は
長
編
巻
二
四
(
同
年
同
月
己
酉
僚
)に、

詔
。
戎
人
習
馬
。
官
取
良
而
禁
鷲
。
文
禁
民
私
市
往
来
。
道
死
者

甚
衆
。
戎
人
少
利
。
由
是
。
歳
入
之
数
不
充
。
自
今
委
長
吏
謹
，
市

馬
之
良
驚
者
。
印
以
試
之
。
許
民
私
市
。

と
み
え
る
如
く
で
あ
っ
て
、
歳
入
の
頭
数
不
足
は
す
な
わ
ち
軍
馬
の

不
足
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
打
開
の
た
め
の
窮
策
と
し
て
、

解
禁
は
も
と
よ
り
や
む
を
え
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

か
く
み
来
っ
て
、
同
じ
き
年
、

一
方
で
は
女
口
の
私
市
の
禁
を
み
、

他
方
、
前
年
来
の
馬
匹
の
私
市
が
解
禁
さ
れ
た
と
い
う
、
こ
の
間
の

事
情
を
解
明
す
る
に
は
、
こ
の
蛍
時
に
お
け
る
西
北
迭
の
政
治
情
勢

と
封
醸
せ
し
め
て
考
察
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
け
だ
し
、
そ
こ
に
は
、

女
口
の
塞
外
へ
赴
く
の
は
あ
く
ま
で
防
止
す
べ
く
、
他
方
で
は
箪
事

上
、
軍
馬
の
職
入
は
極
力
確
保
す
べ
し
と
い
う
特
殊
事
情
が
生
じ
て

い
た
が
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
西
北
過
に
お
け
る
緊
急
事
態
の
勃
護

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
姑
く
、
嘗
時
の
西
北
過
の
朕
況
を

顧
み
よ
う
。

タ
ン
グ
l
ト
の
東
北
方
へ
の
遷
住
を
へ
て
、

険
西

・
寧
夏

・
甘
繍
一
帯
に
わ
た
っ
て
、
蕃
漢
混
住
の
複
合
地
域
が

す
で
に
中
唐
以
来
、

形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
宋
初
、

タ
ン
グ
!
ト
の
居
住

地
域
と
し
て
は
、
軍
(
寧
夏
省
霊
武
豚
)
・
夏
(
侠
西
省
検
林
鯨
西
北
)
・
綬

(
侠
西
省
綴
徳
豚
)
・
麟
・
府
・
環
・

慶
(
甘
鱗
省
陵
陽
豚
)
・
盟
な
ど
の
諸

州
の
他
、
銀
戒
(
甘
繭
省
国
原
燃
)
・
天
徳
(
侠
西
省
検
林
豚
西
北
)
・
振
武

(
山
酋
省
朔
豚
)
な
ど
の
諸
軍
が
あ
げ
ら
れ
(
宋
史
四
九

一
議
項
俸
)
、
な
お

こ
の
他
、
直
州
(
甘
繍
省
澄
川
鯨
)
・
原
州
(
甘
粛
省
銀
原
豚
)
方
面
に
も
少

し
年
代
を
降
っ
て
タ
ン
グ
l
ト
の
所
在
が
み
と
め
ら
れ
る
(
長
編
入
二
、
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大
中
鮮
符
七
年
夏
四
月
甲
戊
係
、
湿
原
都
鈴
館
、
曹
詩
の
言
な
ど
)
。
か
く
し

て
西
北
過
に
お
い
て
は
、
蕃
漢
混
住
と
い
う
特
殊
情
勢
を
み
た
の
で

あ
る
が
、

そ
の
賓
況
に
閥
し
、
太
卒
査
字
記
巻
三
七
に
は
タ
ン
グ
l

ト
の
最
大
勢
力
た
る
夏
州
に
つ
い
て
、

皇
朝
管
漢
戸
二
千
九
十
六
。
蕃
戸
一
寓
九
千
二
百
九
十
。

と
あ
り
、
少
し
く
降
っ
て
淳
化
五
年
(
九
九
四
)
四
月
の
記
録
に
は
、

「銀

・
夏
州
管
内
蕃
・
漢
戸
八
千
帳
」
(
宋
禽
嬰
方
域
一
一
一
之
二
、
府
州

僚
、
折
御
卿
の
言
)
と
み
え
る
。
さ
ら
に
太
卒
賓
字
記
巻
三
六
に
は
霊

州
に
つ
い
て
、
「
蕃
漢
相
雑
」
と
し
る
し
、
さ
ら
に
同
書
巻
三
七
に
は

舎
州

・
遁
遠
軍

・
保
安
軍
に
つ
い
て
、
夫
々
蕃
漢
相
雑
わ
れ
る
寅
情



を
し
る
し
て
お
り
、

別
に
府
州
に
つ
い
て
は
、

「
府
州
蕃
漢
雑
慮
。

競
馬
難
治
。
L

(

朱
舎
要
方
嫁
二
一
之
五
、
景
徳
二
年
八
月
の
詔
)

と
も
み

え
て
い
る
の
で
あ
る
。

而
し
て
こ
れ
ら
タ
ン
グ
l
ト
諸
族
の
中
、
そ
の
中
核
を
な
す
も
の

は
貨
に
夏
州
タ
ン
グ
l
ト
李
氏
で
あ
り
、
麿
末
、
定
難
軍
節
度
使
と

し
て
西
北
港
境
に
地
歩
を
占
め
、
以
後
、
五
代
の
聞
を
へ
て
漸
次
そ

の
勢
力
を
強
化
し
、
後
唐
の
明
宗
の
と
き
の
如
き
、
そ
の
征
討
軍
を

同川町

撃
破
し
て
逐
次
牟
濁
立
睦
制
を
固
め
来
っ
た
。
宋
朝
と
い
う
匪
倒
的

な
勢
力
の
出
現
に
よ
り
こ
れ
に
屈
服
し
た
李
氏
は
、
宋
初
に
お
い
て
、

李
葬
輿
か
ら
李
克
容
で
さ
ら
に
李
総
錆
か
ら
李
継
捧
へ
と
継
襲
を

重
ね
つ
つ
、
そ
の
間
少
く
と
も
表
面
的
に
は
宋
へ
の
服
属
を
つ
づ
け

て、

定
難
箪
節
度
使
を
襲
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、

太
卒
輿
園
七
年

(
九
八
二
)
五
月
、

夏
州
タ
ン
グ
l
ト
の
部
長
、
李
総
捧
が
継
承
問
題

に
か
ら
む
部
内
の
動
揺
を
収
拾
し
え
ず
し
て
宋
へ
内
附
し
た
結
果
、

所
管
の
夏
・
銀
・
綬
・
宥
四
州
は
、
事
げ
て
宋
に
献
ぜ
ら
れ
、
{
木
は

「
州
の
酋
豪
二
百
七
十
八
・
部
族
五
蔦
帳
」
(
武
経
線
要
前
集
一
八
上
)

か
く
し
て
タ
ン
グ

l
ト
の
完
全
鯖
服
を
み
た
と
思

わ
れ
た
丁
度
そ
の
矢
先
き
、
翌
六
月
、
継
捧
の
族
弟
、
継
遷
の
叛
凱

を
手
中
に
収
め
、
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勃
震
に
よ
り
、
西
北
迭
の
情
況
は
宋
に
と
り
俄
然
悪
化
の
一
途
を
辿

っ
た
。
同
年
十
二
月
、
雌
伏
字
歳
の
の
ち
、
人
心
動
揺
の
虚
に
乗
じ

て
縫
遷
は
最
初
の
出
撃
を
夏
州
に
加
え
、
こ
れ
は
梁
週
の
増
援
軍
に

阻
ま
れ
て
果
さ
な
か
っ
た
が
(
宋
史
二
七
四
梁
担
侮
・
西
夏
書
事
三
)
、
あ

た
か
も
こ
の
事
件
に
近
接
し
て
同
月
辛
亥
、
詔
を
下
し
て
銀
・
夏
等

州
に
曲
赦
の
令
が
渡
せ
ら
れ
た
の
は
八
宋
史
四
太
宗
紀
)
、
動
揺
を
績
け

る
同
方
面
の
人
心
を
懐
柔
せ
ん
と
し
た
も
の
で
、
蕃
漢
複
合
地
域
に

封
す
る
宋
の
支
配
統
制
へ
の
苦
心
の
程
を
窺
わ
し
め
る
が
、
し
か
も

西
北
迭
の
動
観
は
依
然
と
し
て
嬢
大
す
る
の
み
で
あ
り
、
越
え
て
翌

八
年
(
九
八
一
一
一)
に
入
る
や
、
五
月
に
は
霞
謹
川
に
、
九
月
に
は
一
二
分
凶

'
一

口
に
、
十
二
月
に
は
宥
州
に
お
い
て
、
夫
々
験
端
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
川
切

れ
た
(
宋
太
宗
貫
録
・
長
編
二
四
・
西
夏
害
事一司
)
o

e

一

以
上
の
如
き
西
北
迭
の
新
情
勢
を
顧
み
る
と
き
、
女
口
の
私
市
の

禁
令
が
出
さ
れ
、

さ
ら
に
そ
れ
と
幾
何
も
時
日
を
距
て
ず
し
て
馬
匹

の
私
市
が
解
禁
さ
れ
た
事
情
も
自
ら
判
然
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
か
か

る
非
常
事
態
に
師
陣
臆
し
て
、
女
口
の
私
市
の
禁
令
は
渡
せ
ら
れ
た
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
漢
人
女
子
の
出
塞
禁
止
規
定
を
現
賓
の
問
題
に

適
腰
せ
し
め
て
具
鐙
化
せ
る
も
の
と
い
う
べ
く
、
女
口
の
私
市
と
い

う
形
態
を
と
っ
た
人
口
の
蕃
部
波
入
を
厳
禁
し
て
、
西
北
迭
の
き
わ

め
て
困
難
な
る
事
態
に
備
え
ん
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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か
か
る
宋
側
の
意
圃
を
さ
ら
に
明
確
な
ら
し
め
る
も
の
は
、
こ
の

禁
令
の
出
さ
れ
た
の
ち
三
ヶ
月
に
し
て
渡
せ
ら
れ
た
西
北
溢
流
民
の

収
容
命
令
で
あ
り
、
長
編
巻
二
回
、
太
卒
輿
園
八
年
五
月
僚
に
は
、

先
是
。
開
臨
貧
民
多
流
亡
入
蕃
部
。
乙
亥
。
詔
所
在
長
吏
。
設
法

誘
之
。
令
復
業
。

と
あ
る
。
さ
ら
に
重
ね
て
同
年
十
二
月
壬
午
朔
に
も
招
集
命
令
が
出

さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
同
書
同
巻
に
は
、

令
紙

・
銀

・
夏
等
州
官
吏
招
誘
波
蕃
民
。
令
蹄
業
。
何
給
復
三
年
。

と
み
え
る
。
蕃
部
波
入
の
流
民
に
衡
す
る
回
収
策
は
唐
初

・
五
代
後

周
な
ど
に
お
い
て
も
屡
々
と
り
上
げ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
、
唐
初
、
武

徳
九
年
(
六
一
一
六
)
に
は
唐
の
高
租
は
突
阪
の
額
利
可
汗
を
し
て
掠
む

る
と
こ
ろ
の
漢
人
を
悉
く
還
さ
し
め
(
醤
唐
番
巻
二
太
宗
紀
上
・
同
惑
を

一
九
四
上
突
廠
鱒
上
)
、
越
え
て
貞
観
五
年
(
六
一
一
一
一
)
、
太
宗
は
使
を
遭
わ

し
て
、

陪
末
に
突
阪
に
渡
し
た
漢
人
八
蔦
口
を
金
馬
券
』
以
て
願
わ
し

め
た
の
で
あ
り
(
奮
麿
番
傘
三
太
宗
紀
下
)
、

五
代
後
周
の
世
宗
は
願
徳

二
(
九
五
五
)
年
、
詔
を
設
し
て
、
陥
蕃
戸
に
し
て
「
自
蕃
界
来
蹄
業

者
」
に
劃
し
て
は
、
そ
の
外
地
滞
留
期
間
の
長
短
に
腔
じ
て
土
地
を

付
興
し
て
こ
れ
が
撫
抽
出
に
努
め
た
の
で
あ
っ
た
(
描
百
五
代
史
巻

二
五

世
宗
紀
二
)
。
宋
に
お
い
て
も
、
太
租
は
燕
雲
十
六
州
に
あ
っ
て
遼
に
波

せ
る
漢
人
を
願
う
べ
く
考
慮
し
(長
編
一
九
、
太
卒
輿
圏
三
年
多
十
月
傑
)
、

太
宗
ま
た
燕
雲
十
六
州
の
漢
人
の
回
収
を
考
慮
し
た
の
で
あ
っ
た
が

(
長
編
二
O
、
太
卒
興
園
四
年
六
月
辛
酉
篠
)

い
わ
ば
停
統
的
政
策
と
も

い
う
べ

き
こ
の
陥
蕃
漢
人
の
招
収
策
は
東
北
方
面
に
お
い
て
は
具
鐙

化
せ
ず

い
ま
こ
の
西
北
迭
の
緊
急
事
態
に
直
面
し
て
震
動
さ
れ
た

の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
の
流
民
回
収
策
た
る
や
、
宋
の
流
民
針
策
と

し
て
き
わ
め
て
早
期
の
も
の
と
し
て
注
意
す
ベ
く
、
後
年
、
慶
暦
八

年
(
一

O
四
八
)
の
河
北
路
の
水
害
に
よ
る
流
民
績
出
に
際
し
、

富
弼

が
流
民
救
済
に
着
手
し
た
の
は
、
流
民
の
誕
生
と
京
東
路
へ
の
流
入
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が
ひ
い
て
は
遼
・
西
夏
の
侵
入
を
恋
な
ら
し
め
る
こ
と
が
憂
え
ら
れ

た
が
た
め
で
あ
っ
た
が
、
ひ
と
し
く
外
族
と
の
開
係
が
流
民
針
策
の

根
底
に
存
し
た
こ
と
は
注
目
を
ひ
く
の
で
あ
る
。

流
民
招
収
と
い
う
新
た
な
一
石
の
投
ぜ
ら
れ
た
結
果
、

李
総
遭
側

の
動
揺
著
し
く
、
こ
の
年
の
十
二
月
、
総
遷
が
宥
州
攻
略
を
試
み
た

の
も
、
賓
に
こ
れ
が
た
め
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
謀
臣
、
張

浦
の
献
策
に
基
い
た
も
の
で
あ
っ
た
が

か
れ
は
、

「
蕃
衆
飢
え
倣

る
る
際
、
中
園
、
財
粟
を
以
て
流
民
を
招
撫
す
れ
ば
、
親
離
れ
衆
散

じ
、
殆
ん
ど
支
う
べ
か
ら
ざ
る
形
勢
に
慮
す
ベ
く
、
富
庶
に
し
て
、

か
つ
横
山
を
侍
み
て
界
と
な
す
宥
州
の
要
筈
に
擦
る
ベ
し
」
と
読
い



た
の
で
あ
っ
た
(
酋
夏
害
事
三
)
。

し
か
も
こ
の
一
奉
は
完
全
に
失
敗

に
鯨
し
(
長
編
二
四
)
、
逆
に
夏
州
タ
ン
グ
l
ト
の
多
数
の
離
叛
を
招

い
た
上
、
宋
側
は
な
お
、

「
十
年
以
来
、
戎
人
掠
む
る
と
こ
ろ
の
人

畜
凡
そ
二
寓
五
千
口
」
の
奪
回
に
成
功
し
た
の
で
あ
っ
た
(
宋
太
宗
賞

品
開
二
九
、
太
平
輿
園
九
年
三
月
丁
巳
傑
)
。

そ
れ
で
は
宋
が
か
く
迄
も
塞
外
流
出
人
口
の
回
収
に
努
め
た
理
由

は
何
で
あ
っ
た
か
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
、
陥
蕃
漢
人
が
タ
ン
グ
l
ト

に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
る
の
を
恐
れ
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
す

罪
囚
の
配
隷
地
が
五
代
以
来
、
西

北
港
l
秦
州
・
霊
州
・
通
遠
軍
お
よ
び
治
法
諸
州
ー
で
あ
っ
た
の
を

で
に
太
卒
輿
園
二
年
(
九
七
七
)
、

贋
南
に
改
め
た
の
は
、
漢
人
罪
囚
が
「
多
亡
投
塞
外
。
誘
売
戎

(
l

タ
ン
グ
l
ト
)
鶏
冠
。
」
せ
る
が
た
め
で
あ
っ
た
が
(
長
編
一
八
)
、

族
内
部
に
お
け
る
漢
人
の
役
割
は
宋
代
に
い
た
っ
て
著
し
く
、
そ
れ

は
丘
溶
の
大
拳
街
義
補
巻
一
五
四
、
治
園
卒
天
下
之
要
、
叡
夷
秋
、

四
方
夷
落
之
情
(
中
)
に
、

宋
之
契
丹
・
拓
政

(
1タ
ン
グ

I
ト
)
。
其
地
輿
衆
。
未
必
遁
比
二
虜

(
唐
の
突
蕨
・
回
鵠
)
。
然
契
丹
得
幽
燕
十
八
(
六
之
誘
)
州
地
。
拓
政

奉
有
輿
夏
之
境
。
嬢
中
園
地
。
用
中
園
人
。
篤
中
園
害
。
此
宋
進
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患
所
以
比
唐
矯
甚
。

と
指
摘
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
賓
際
、
宋
初
に
お
い
て
も
、
経
連
の

傘
下
に
は
「
謀
主
」
と
稿
さ
れ
た
張
浦
を
は
じ
め
と
し
て
、
政
治
・

軍
事
南
面
に
お
け
る
漢
人
の
活
躍
が
み
う
け
ら
れ
、
タ
ン
グ
l
ト
熟

戸
に
お
い
て
も
、

初
縁
漣
軍
民
之
逃
者
。
篤
熟
戸
畜
牧
。

と
て
(
長
編
一
一
一
、
明
道
元
年
七
月
甲
成
傑
)
、
畜
牧
の
た
め
の
努
働
人
口

と
し
て
活
用
さ
れ
た
場
合
も
あ
り
、
な
お
、
後
年
、
西
夏
に
お
け
る

記
録
で
は
あ
る
が
、

得
漢
人
勇
者
潟
前
寧
。
披
撞
令
廊
。
若
脆
怯
無
他
伎
者
。
運
河
外

耕
作
。
或
以
守
粛
州
。
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と
俸
え
ら
れ
る
(
宋
史
夏
圏
侮
下
)
の
も
参
照
す
べ
く
、
政
治
的
指
導

外

者
、
或
は
軍
隊
指
揮
者
と
し
て
、
さ
ら
に
は
労
働
人
口
、
或
は
戦
闘

員
と
し
て
タ
ン
グ
l
ト
勢
力
の
培
強
に
資
す
る
可
能
性
を
も
っ
漢
人

の
浸
入
は
と
り
も
直
さ
ず
宋
側
へ
の
大
な
る
マ
イ
ナ
ス
を
意
味
す
る

の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
宋
と
し
て
陥
蕃
漢
人
の
奪
回
に
努
め

た
の
は
お
よ
そ
蛍
然
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
女
口
の
私
市
を
禁
じ

て
、
そ
の
蕃
中
浪
人
を
禁
じ
た
の
も
、
ま
た
以
上
の
工
作
と
一
連
の

も
の
と
み
な
さ
る
べ
く
、
そ
れ
は
陪
蕃
漢
人
の
招
収
と
と
も
に
宋
側

の
工
作
の
南
一
翼
を
な
す
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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四

し
か
も
、
李
総
選
の
ま
き
起
し
た
西
北
過
の
動
観
は
宋
の
座
力
を

排
し
て
い
よ
い
よ
抜
大
し
た
の
で
あ
り
、
・
動
飢
に
よ
っ
て
一
段
と
窮

乏
化
し
た
同
方
面
の
漢
人
の
惨
紋
は
掩
う
べ
く
も
な
か
っ
た
。
そ
の

結
果
、
以
上
み
た
如
き
、
宋
の
漢
人
確
保
へ
の
努
力
に
も
拘
わ
ら
ず
、

西
北
溢
漢
人
の
タ
ン
グ

l
ト
波
入
は
や
む
べ
く
も
な
く
、

そ
れ
は
人

口
一貿
買
の
頻
震
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
宋
舎
要
、
兵

二
七
之
三
、
備
逃
僚
に
、
淳
化
二
年
(
九
九
二
六
月
に
か
け
て
、

詔
。
西
路
諸
州
山
川
路
日
銀
案
。
不
得
放
過
販
賢
人
口
入
蕃
。
及

指
揮
漢
戸
不
得
停
泊
。
如
有
故
述
。
官
中
察
楳
得
知
。
或
被
人
陳

告
。
勘
鞠
不
慮
。
所
犯
人
。
円
筒
行
巌
断
。

と
あ
り
、
さ
ら
に
翌
七
月
に
か
け
て
、

原
州
一
言
。
輿
使
臣
及
純
運
使
司
。
共
収
嫡
到
蕃
人
所
買
男
女
数
目
。

先
是
。
越
境
人
戸
飢
荒
。
多
賀
男
女
。
輿
蕃
中
部
落
。
帝
聞
其
事
。

頗
甚
欄
刷
。
特
遣
使
臣
興
特
運
使
。
同
以
物
貨
収
頼
。
各
給
還
父

母
と
あ
る
。
し
か
も
、

か
く
し
て
貰
買
さ
れ
た
子
女
の
債
格
は
わ
ず
か

銭
千
文
に
満
た
ぬ
場
合
す
ら
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
少
し
く
後
年
の

記
録
で
は
あ
る
が
、
長
編
七
三
、
大
中
群
符
三
年
(
一

O
一
O
)
六
月

丙
辰
僚
に
、
険
西
に
お
け
る
子
女
頁
買
と
こ
れ
が
収
腰
と
を
し
る
し

た
中
に
、

先
是
。
険
西
儀
氏
有
哲
子
者
。

口
不
満
千
銭
。
詔
官
篤
購
願
。
還

其
家
。

と
あ
る
。
こ
の
債
格
に
つ
い
て
は
宋
代
の
諸
物
債
が
参
照
さ
る
べ
く
、

卵
管
宣
頴
纂
輯
「
中
園
祉
禽
史
料
叢
紗
」
(
申
集
中
知
三
二
三
|
五一
貝)、

宋
物
債
実
記
の
僚
に
は
魚

・
馬

・
狗
・
酒
な
ど
に
わ
た
っ
て
デ
ー
タ

を
集
め
て
い
る
が
、
年
代
を
接
近
せ
る
も
の
で
、
し
か
も
タ
ン
グ

l
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ト
の
産
物
た
る
青
白
盟
の
債
格
が
、
宋
初
、

ら
れ
て
い
か
の
は
、
比
較
さ
る
べ
き
資
料
と
し
て
と
く
に
重
要
で
あ

一
斤
十
五
銭
位
と
俸
え

ろ
、
っ
。

し
か
し
乍
ら
、

か
か
る
度
重
る
慮
置
に
も
拘
ら
ず
、

西
北
越
漢
人

の
人
口
賀
買
は
依
然
と
し
て
迩
を
紹
た
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、

た

め
に
天
薩
二
年

(一

O
一
八
)
十
二
月
甲
午
、
さ
ら
に
こ
れ
が
昆
置
が

講
ぜ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
長
編
巻
九
二
に
、

詔
。
如
開
。
郷

・
寧

・
涯

・
原
州
流
民
多
往
秦
・
臨
州
故
開
山
及

清
州
山
外
銀
我
寧
以
来
逐
熟
。
慮
無
知
者
誘
略
人
口
。
習
於
蕃
界
。

宜
令
所
在
州
豚
泊
巡
検
使
臣
察
事
之
。



と
あ
り
、
宋
曾
要
、
兵
二
七
之
二

O
の
封
腰
記
事
に
は
、

州
軍
鎮
駐
治
巡
検
使
巨
費
察
犯
者
。
依
律
匝
断
。」
と
あ
る
。
こ
の
記

事
に
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
人
口
買
買
圏
は
タ
ン
グ
1
ト
地
域
の
み

「
令
所
在

に
限
ら
れ
ず
、
秦
・
儀
南
州
の
如
き
、
宋
初
よ
り
吐
蕃
の
居
住
地
域

防

秦
州
で
は
す
で
に
大
中
群
符
四
年

で
あ
り
(
朱
史
四
九
二
吐
蕃
侮
)
、

(一

O
一
ニ
よ
り
ウ
ィ
グ
ル
の
出
現
を
み
た
が
(
長
編
七
五
て
さ
ら
に

さ
ぎ
の
事
件
の
翌
天
躍
三
年
(
一

O
一
九
)
六
月
辛
丑
に
は
詔
し
て
、

「
自
今
略
貰
人
口
入
契
丹
界
者
。
首
領
並
慮
死
。
誘
致
者
同
罪
。
未

過
界
者
。
決
配
准
南
州
事
牢
滅
。
」
(
長
編
九
三
)
と
い
い
、
契
丹
方
面

へ
の
人
口
流
出
も
み
ら
れ
、
人
口
買
買
の
地
域
の
漸
次
損
大
せ
る
こ

と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
が
、

か
か
る
現
象
の
褒
端
が
賓
に
タ
ン
グ

ー
ト
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。

お
よ
そ
人
口
頁
買
の
事
寅
は
中
園
に
お
い
て
は
古
く
よ
り
み
ら
れ
、

爾
後
引
き
つ
づ
い
て
み
う
け
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
秦
漢
時
代
に
は

既
に
「
人
市
」
が
あ
り
、
そ
れ
は
麿
・
元
・
明
の
際
に
も
依
然
と
し
て

削
山

認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
さ
き
に
み
来
っ
た
宋
代
の
人
口
貰
買
は

そ
れ
が
タ
ン
グ
l
ト
を
は
じ
め
と
す
る
外
民
族
に
直
接
か
か
わ
る
も
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の
で
あ
っ
た
だ
け
に
特
殊
な
面
を
も
っ
。
こ
れ
を
漢
・
蕃
双
方
の
立

場
よ
り
み
た
場
合
、
唐
代
に
は
タ
ン
グ
i
ト
側
よ
り
す
る
人
口
買
買

が
漢
人
商
人
の
手
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
こ
と
、
さ
き
に
指
摘
ぜ
る
が

ω
 

如
く
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
唐
代
に
盛
行
し
た
外
園
奴
隷
の
一
環
と
み

な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

一
方
、

唐

・
五
代
の
際
よ
り
タ
ン
グ
l

ト
が
漢
人
或
は
ウ
ィ
グ
ル
人
を
捕
え
て
貰
買
し
た
事
例
が
屡
見
す
る

の
で
あ
っ
て
、
「
金
剛
経
鳩
異
」
(
段
成
式

・
酉
陽
雑
組
績
集
巻
七
所
収
山

は永
泰
初
(
七
六
五
)
。
盟
州
燦
子
暮
出
。
属
党
項
縛
。
入
西
蕃
(
吐
蕃
)

易
馬
。

と
み
え
、
奮
五
代
史
巻
二
二
八
党
項
俸
に
は
、
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白
河
西
国
鵠
朝
供
中
園
。
道
其
部
落
。

轍
趣
劫
之
。
執
其
使
者。

買
之
他
族
。
以
易
牛
馬
。

と
あ
る
。
以
上
の
場
合
、
人
口
を
掠
奪
し
て
飼
畜
に
交
換
す
る
と
い

ぅ
、
き
わ
め
て
原
始
的
な
や
り
方
で
あ
っ
た
の
に
劉
し
、
宋
代
に
入

つ
て
は
新
た
な
面
を
生
じ
て
い
る
の
が
注
目
を
ひ
く
。
す
な
わ
ち
、

長
編
一
一
一
、
明
道
元
年
七
月
甲
成
僚
に
、

初
縁
過
軍
民
之
逃
者
。
錆
熟
戸
畜
牧
。

文
或
以
遺
遠
蕃
易
羊
馬。

故
常
波
者
数
百
人
。

と
あ
る
が
、

さ
き
の
場
合
の
如
き
原
始
的
な
面
の
他
に
、

計
霊
的
な

人
口
確
保
に
出
て
い
る
臨
が
指
摘
さ
る
べ
く
、
か
か
る
新
な
る
や
り
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方
は
、
時
あ
た
か
も
西
北
迭
の
動
範
に
よ
り
漢
人
の
窮
乏
化
が
す
す

む
に
つ
け
こ
ん
で
、
人
口
貰
買
の
手
段
に
よ
る
人
口
獲
得
工
作
と
し

て
結
自
問
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
中
園
に
お
け
る
人
口
貰
買

の
風
に
乗
じ
た
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
よ
う
。

か
く
し
て
、

西
北
迭
に
お
け
る
人
口
賀
買
は
、
懲
罰
の
巌
重
化
と

人
口
の
収
墳
と
い
う
硬
軟
二
様
の
針
策
に
よ
っ
て
も
根
絶
し
え
な
か

っ
た
の
で
あ
り
、
さ
き
の
女
口
の
私
市
の
禁
令
の
加
き
、

い
ま
や
何

ら
の
数
力
を
も
有
し
え
古
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

五

か
か
る
聞
に
お
い
て
、
至
道
元
年
(
九
九
五
)
八
月
、
西
北
縁
遁
諸

州
の
漢
人
に
劃
し
て
、
内
属
タ
ン
グ
l
ト
と
の
遁
婚
禁
止
命
が
出
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
宗
史
巻
五
太
宗
紀
二
、
同
月
突
卯

僚
に
、禁

西
北
縁
溢
諸
州
民
興
内
属
我
人
昏
要
。

と
あ
る
。
こ
の
記
事
は
績
資
治
遇
鑑
長
編
・
宋
曾
要
に
封
臆
記
事
な

く
、
太
宗
皇
帝
賓
錬
も
こ
の
年
月
の
僚
を
敏
い
て
お
り
、
た
め
に
記

事
内
容
を
宋
史
の
記
事
以
ょ
に
は
詳
か
に
し
え
な
い
が
、
さ
き
に
陳

顧
遠
氏
は
中
園
歴
代
に
お
け
る
婚
姻
範
囲
を
論
じ
た
際
、
宋
人
が
前

代
に
お
け
る
公
主
和
親
を
斥
け
て
ζ

れ
を
絶
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た

上
、
な
お
宋
人
は
「
族
際
婚
」
を
も
禁
止
し
た
と
し
て
右
の
記
事
を

あ
げ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
「
族
際
婚
」
の
稽
呼
は
異
民
族
相
互
間

の
遁
婚
の
意
味
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
、
公
主

和
親
の
禁
絶
に
聞
し
て
は
、
宋
人
の
聞
に
封
外
関
係
の
切
迫
化
に
伴

っ
て
昂
り
つ
つ
あ
っ
た
排
外
思
想
と
の
閥
速
は
一
臆
想
定
さ
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
「
族
際
婚
」
禁
止
に
つ
い
て
も
、
そ
の
閥
這
は
一
概
に

否
定
し
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
の
み
を
以
て
解
樺
づ
け

る
の
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
問
題
視
さ
れ
る
の
は
、
北
宋
期

-
-一

必

に
み
ら
れ
た
一
連
の
胡
俗
胡
習
の
禁
止
事
件
で

d

そ
れ
は
唐
代
に
お

け
る
胡
俗
の
流
行
と
比
較
し
て
、
著
し
い
時
代
差
を
し
め
す
も
の
と

し
て
注
目
す
べ
く
、

お
そ
ら
く
排
外
思
想
と
は
不
可
離
の
も
の
と
み

な
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
左
の
如
く
列
開
卒
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
さ
き

の
逼
婚
禁
止
令
よ
り
も
は
る
か
に
後
年
の
こ
と
で
あ
る
の
が
問
題
と

な
る
の
で
あ
る
。

い
ま
、
禁
止
事
項
と
そ
の
年
次
な
ら
び
に
参
考
文

献
を
し
る
す
な
ら
ば
、

ω勘
箭
の
禁
止

照
寧
中
(
一

O
六
八
|
七
七
)
。

沈
括
の
夢
渓
筆
談
巻
一
故
事
一
に
、
「
大
駕
歯
簿
中
。
有
勘
箭
。

-
:
本
胡
法
也
。
照
寧
中
。
罷
之
。
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、



勘
箭
の
儀
は
北
方
民
族
、
お
そ
ら
く
契
丹
族
に
由
来
す
る
こ
と

倒

は
疑
い
な
い
。

倒
蕃
曲
・
髭
笠
の
禁

政
和
中
三
二

V-1-
一-七
)
?

能
改
費
漫
錬
巻
一
事
始
。

仙

w蕃
装
!
胡
服
の
禁

宣
和
五
年
(
二
三
一
一
)
以
前
。

宋
禽
要
刑
法
二
之
八
八
。

ω重
ね
て
胡
服
に
類
す
る
も
の
の
禁

宋
曾
要
同
右
候

宣
和
五
年
(
二
三
ニ
)
。

と
な
る
。
以
上
は
目
下
気
附
い
た
も
の
の
み
で
、
な
お
失
検
な
き
を

保
し
難
い
が
、
以
上
の
中
、
最
も
早
期
に
属
す
る
勘
箭
の
禁
止
で
す
ら
、

通
婚
禁
止
令
よ
り
は
牟
世
紀
以
上
も
後
で
あ
り
、
他
の
諸
件
に
い
た

っ
て
は
、
は
る
か
に
年
代
を
下
廻
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
し
て
も
、

逼
婚
禁
止
令
に
つ
い
て
直
に
思
想
的
背
景
を
想
定
す
る
の
は
困
難
で

あ
ろ
う
。
ひ
と
り
遁
婚
禁
止
令
の
み
が
、
以
上
列
事
せ
る
諸
件
と
か

け
離
れ
た
時
期
に
出
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
ら
が
ひ
と
し
〈
同
様
な
思

想
的
背
景
を
有
す
る
も
の
と
は
考
え
難
い
。

一
龍
、
中
国
民
族
の
民

族
主
義
と
も
い
う
べ
き
も
の
は
、
南
宋
に
入
っ
て
明
瞭
な
意
識
形
態

仰

を
と
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
以
前
、
北
宋
の
、
し
か
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も
そ
の
初
期
に
み
ら
れ
る
こ
の
禁
令
が
思
想
問
題
に
直
接
結
び
附
け

て
解
四
持
さ
れ
る
の
は
安
嘗
と
は
い
い
え
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
、
時

代
を
ほ
ぼ
等
し
く
す
る
遼
の
場
合
の
如
く
、
征
服
者
の
立
場
を
強
化

せ
ん
が
た
め
に
、
契
丹
族
と
治
下
の
諸
民
族
と
の
遁
婚
を
禁
じ
た
も

の
と
も
全
く
類
例
を
異
に
す
る
。
島
田
正
郎
氏
は
余
靖
の
武
渓
集
巻

一
八
、
契
丹
官
儀
に
、
「
四
姓
雑
居
。
奮
不
遜
婚
。
謀
臣
韓
紹
芳
献
議。

乃
許
婚
葉
。
」
と
あ
る
記
事
を
あ
げ
、
韓
紹
芳
の
俸
(
遼
史
七
四
)
に、

「
重
照
間
〈一

O
一一一二
1
1
五
四
)
。
参
知
政
事
加
乗
侍
中
。
」
と
あ
る
の
を

参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
通
婚
の
禁
止
さ
れ
た
の
は
重
照
年
間
以

前
の
こ
と
と
考
定
さ
れ
た
が
、
禁
止
の
理
由
は
、

「
民
族
の
純
血
を

- 49-

維
持
し
、
征
服
支
配
民
族
と
し
て
の
優
越
性
を
固
持
」
せ
ん
と
す
る

も
の
で
あ
っ
切
と
し
て
宜
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
、

、か
か
る
行
き
方

は
宋
の
場
合
に
は
全
然
考
え
ら
れ
ぬ
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る。

さ
て
、
小
篇
冒
頭
に
の
ベ
た
、
中
園
前
代
に
お
け
る
蕃
漢
遁
婚
の

西
北
迭
に
お
け
る
蕃
漢
混
住
の
結
果
、
同
方
面

事
例
よ
り
し
て
も
、

に
お
い
て
蕃
漢
遁
婚
を

p

み
る
に
い
た
っ
た
こ
と
は
、
推
測
に
難
く
な

い
。
こ
れ
に
闘
す
る
デ
ー
タ
は
乏
し
い
け
れ
ど
、
す
で
に
五
代
後
唐

の
同
光
二
年
(九
二
四
)
十
二
月
の
記
事
と
し
て
、

党
市
債
務
備
香
来
貢
良
馬
。
其
妻
韓
民
進
鞄
馬
。
(
知
府
元
緬
品
位九
七

二
外
臣
部
朝
貢
五
)
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と
み
え
る
中
の
韓
民
の
如
き
、
張
濁
の
「
西
夏
姓
氏
録
」
に
も
著
録

さ
れ
て
い
る
が
、
恐
ら
く
漢
人
出
身
に
し
て
タ
ン
グ

I
ト
と
逼
婚
せ

る
も
の
と
み
ら
れ
、
宋
代
に
お
け
る
、
通
婚
の
事
例
は
、
年
代
を
降
る

け
れ
ど
、
西
夏
支
配
層
の
中
に
徴
し
う
る
の
で
あ
っ
て
、
西
夏
四
代

の
毅
宗
李
諒
枠
の
后
、
梁
氏
は
「
其
先
中
園
人
。
」
(
夢
孫
筆
談
巻
二
五

雑
誌
二
)
と
い
わ
れ
、
梁
氏
の
生
子
が
次
代
の
恵
宗
李
乗
常
で
あ
り
、

さ
ら
に
乗
常
の
后
に
し
て
崇
宗
李
乾
順
の
母
も
や
は
り
梁
氏
出
身
で

あ
っ
た
じ
(
宋
史
夏
園
俸
下
)
、
仁
宗
李
仁
孝
の
后
、
羅
氏
も
「
本
中
園

人
。
」
と
俸
え
ら
れ
る
(
西
夏
議
事
三
七
、
宋
乾
道
=
一
年
三
月
僚
)
。
こ
れ
ら

の
事
例
よ
り
し
て
、
宋
初
、
商
夏
建
園
以
前
に
お
い
て
も
、
西
北
港

に
お
い
て
蕃
漢
遁
婚
の
行
わ
れ
し
こ
と
は
充
分
推
測
さ
れ
よ
う
。

か
か
る
聞
に
お
い
て
突
如
と
し
て
出
さ
れ
た
遜
婚
禁
止
令
の
有
す

る
意
義
は
如
何
で
あ
っ
た
か
。
さ
き
の
「
女
口
の
私
市
」
の
禁
は
女

口
が
内
属
タ

γ
グ
l
ト
に
浸
入
す
る
の
に
掛
慮
し
た
も
の
で
あ
っ
た

が
、
今
度
の
禁
令
は
さ
ら
に
徹
底
的
に
、
西
北
逃
混
住
地
域
の
漢
人

に
た
い
し
て
内
属
タ
ン
グ

1
ト
と
の
逼
婚
を
禁
じ
た
も
の
で
、
ぎ
わ

め
て
抜
本
的
な
慮
置
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
ぞ
れ
は
、

五
代
以
来

み
う
け
ら
れ
る
蕃
漢
遁
婚
と
い
う
西
北
迭
に
お
け
る
現
寅
を
全
く
無

視
し
た
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ぞ
れ
は
果
し
て
い
か
な
る

事
情
に
基
く
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
解
四
停
に
や
回
っ
て
も
、
嘗
時

に
お
け
る
現
賓
の
問
題
に
立
脚
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

ーι.
~、

李
総
遷
の
動
観
は
其
後
も
依
然
と
し
て
抜
大
の
一
途
を
辿
る
の
み

で
あ
っ
た
。
縫
遷
と
宋
の
相
魁
は
結
局
、

西
北
溢
の
タ
ン
グ
l
ト
熟

戸
の
争
奪
を
そ
の
焦
酷
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
縫
濯
に
と

っ
て
、
西
北
迭
に
お
け
る
-
親
権
確
立
の
た
め
の
、
唯
一
の
道
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
双
方
か
ら
目
標
と
し
て
ね
ら
わ
れ
た
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の
は
、
麟
・
府
・
銀
・
夏
・
宥
・
盟
諸
州
の
タ
ン
グ
l
ト
諸
族
で
あ

つ
わ
。
そ
し
て
遂
に
、
淳
化
三
年
(
九
九
二
)
、
鄭
文
賓
の
霊
策
に
基

タ
ン
グ

l
ト
熟
戸
の
「
四

い
て
貸
施
さ
れ
た
盟
禁
を
契
機
と
し
て
、

(
宋
史
夏
闘
停
上
)
が
大
同
国
結
し
て
縫
遷
に
附
す
る

十
三
族
首
領
」

に
お
よ
ん
で
、
総
選
の
勢
力
は
俄
然
強
盛
化
し
た
の
で
あ
り
、
翌
淳

化
四
年
八
月
、
宋
は
途
に
盟
禁
を
弛
め
ゲ
る
を
え
ぬ
こ
と
と
な
っ
た

"
 

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
特
に
注
目
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、

翌
淳
化
五
年
(
九
九
四
〉

一
月
、
総
選
が
占
領
下
の
粧
州
の
住
民
を
卒
夏
に
徒
し
た
事
件
が
あ

げ
ら
れ
る
。
太
卒
査
字
記
巻
三
八
に
は
、
経
州
に
つ
い
て
、

「
皇
朝



管
主
客
戸
二
千
八
百
八
十
五
」
と
あ
り
、
住
民
は
殆
ん
ど
漢
人
で
占

め
ら
れ
た
も
の
の
如
く
で
あ
っ
た
が
、
卒
夏
と
は
、

「
従
銀
・
夏
至

青
白
雨
池
。
惟
沙
績
。
俗
調
卒
夏
。
」
(
長
編
三
五
、
淳
化
五
年
春
正
月

係
、
采
瑛
の
奏
文
)
と
記
さ
れ
る
が
如
き
荒
涼
た
る
土
地
で
あ
り
、
こ

の
遷
徒
事
件
た
る
や
人
心
の
不
満
を
買
う
こ
と
甚
し
く
、
牙
綿
一
角
文

略
は
こ
の
機
に
乗
じ
て
反
範
を
起
し
た
た
め
、

つ
い
に
綬
州
放
棄
の

や
む
な
き
に
い
た
っ
た
(
朱
史
四
八
五
夏
箇
侮
上
・
西
夏
害
事
豆
)
。
同
年

三
月
、
李
総
隆
の
討
伐
軍
は
夏
州
に
入
り
、
兵
を
留
め
て
銀
・
夏
南

州
を
鎮
守
せ
し
め
た
が
、
翌
四
月
、
詔
し
て
夏
州
故
城
を
堕
た
せ
、

そ
の
住
民
を
艇
・
銀
等
州
に
遷
し
、
官
地
を
分
ち
給
し
て
こ
れ
を
安

撫
し
た
の
は
(
長
編
三
五
・
宋
舎
要
方
域
八
|
一
一
一
一
一
)
、
{
木
の
西
北
過
針
策
一

ぞ
れ
は
雌
抽
選
が
今
後

の
中
、
注
目
さ
る
べ
き
も
の
の
一
で
あ
っ
て
、

再
び
夏
州
を
根
擦
た
ら
し
め
ぬ
よ
う
に
顧
慮
せ
る
も
の
に
他
な
ら
な

い
。
か
く
し
て
同
年
七
月
に
い
た
り
、
縫
遷
の
屈
服
を
み
た
が
(
長

編
三
六
)
、
翌
至
道
元
年
(
九
九
五
)
一
月
、
縫
遷
の
貢
使
、
張
浦
に
授

官
し
た
上
、
こ
れ
を
燈
よ
く
抑
留
し
た
の
は
(
西
夏
書
事
五
)
、
か
れ

が
織
運
の
謀
臣
と
し
で
重
視
さ
れ
い
た
る
が
た
め
に
他
な
ら
な
い
。

し
か
も
縫
遷
は
一
旦
屈
服
し
な
が
ら
も
、
次
第
に
勢
力
を
挽
回
し
、
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こ
の
年
、
漸
次
近
隣
の
タ
ン
グ
l
JF
諸
族
を
合
併
し
、
七
月
、
熱
戸

の
睡
泥
族
の
首
領
は
部
民
を
縫
遷
に
劫
略
さ
れ
て
、
宋
に
援
護
を
求

め
る
に
い
た
り
(
朱
史
四
九
一
党
項
停

・
西
夏
害
事
五
)
、
西
北
港
の
形
勢

は
頓
に
険
悪
の
度
を
加
え
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

さ
ぎ
の
遁
婚
禁
止
令
の
出
さ
れ
た
の
は
、
賓
に
か
か
る
際
に
お
い

て
で
あ
っ
た
。

ー相
次
ぐ
縫
蓮
の
活
躍
に
よ
り
、

タ
ン
グ
l
ト
熟
戸
の

動
揺
著
し
く
、

そ
の
動
向
は
明
確
さ
を
依
く
に
い
た
っ
た
結
果
、
宋

側
の
不
信
感
は
愈
々
助
長
さ
れ
た
も
の
と
み
る
べ
く
、
逆
に
こ
の
間
、

西
北
港
の
漢
人
に
た
い
し
て
は
、
極
力
こ
れ
を
手
中
の
も
の
た
ら
し

む
べ
く
考
え
た
こ
と
は
、
前
述
の
徒
民
・
安
撫
策
に
み
ら
る
る
が
如
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く
で
あ
っ
て
、
前
記
の
張
浦
抑
留
事
件
の
如
き
も
、
ま
た
そ
の
例
外
た

り
え
な
い
。
し
か
も
こ
の
間
、
宋
側
と
し
て
は
、
西
北
迭
の
漢
人
ぞ

-
れ
自
般
に
も
警
戒
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
ト
か
と
推
測
さ

れ
る
。
さ
き
に
、
五
代
後
麿
の
長
輿
四
年
(
九
三
三
)
、
後
唐
の
夏
州

攻
撃
に
際
し
、
隅
州
刺
史
劉
遠
凝
は
献
策
し
て
、

「綬

・
銀
二
州
の

人
、
み
な
内
轡
の
意
」
あ
り
と
し
た
が
(
五
代
史
記
五

一
泡
延
光
俸
)
、

活
延
光
は
こ
れ
に
封
し
、

「絞

・
銀
の
戸
民
は
ぬ
朝
廷
常
に
撫
育
を

加
う
る
も
、
部
落
と
雑
虚
す
る
に
よ
っ
て
、
そ
の
心
翻
覆
多
端
」
な

り
と
き
め
つ
け
た
の
で
あ
っ
て
(
新
府
元
縄
三
八
九
将
帥
部
議
行
〕
、
か

か
る
懸
念
は
も
と
よ
り
こ
の
時
の
み
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ



52 

ぅ
。
賓
際
、
宋
初
に
お
い
て
も
、
宋
史
巻
二
七
四
王
佐
俸
に
は
、

(
王
慌
)
還
使
璽
州
・
遁
遠
軍
。
及
旋
言
。
主
帥
所
留
牙
兵
率
輿
溢

人
交
結
。
頗
集
結
難
制
。

と
み
え
、
こ
れ
は
長
編
一
九
、
太
卒
輿
圏
三
年
十
一
月
僚
に
鈎
臆
記

事
が
あ
り
、
こ
の
時
以
前
の
こ
と
と
し
て
し
る
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
西
北
溢
漢
人
へ
の
不
信
感
の
あ
ら
わ
れ
と
み
な
さ
れ
る
。
さ

ら
に
、
禁
令
よ
り
も
少
し
く
年
代
を
降
る
が
、
長
編
五
二
に
成
卒
五

年〈一

O
O
三
)
秋
七
月
甲
守
朔
に
か
け
て
、
，

石
隈
路
部
署
言
。
本
路
縁
河
至
蕃
部
界
皆
山
除
。
請
以
歩
卒
代
臆

子
軍
六
指
揮
。
朝
議
亦
以
。
此
草
木
綬
・
夏
之
民
。
石
州
近
賊
境
。

恐
越
逸
非
使
。
乃
命
徒
於
磁
・
相
州
。

と
み
え
、
綬
・
夏
雨
州
の
漢
人
に
た
い
し
て
は
、
そ
の
動
向
に
懸
念

せ
ざ
る
を
え
ぬ
と
い
う
の
が
賓
情
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
き
漢
人
が
タ
ン
グ
l
ト
熟
戸
と
混
住
し
、
し
か
も
宋
の

覇
権
の
急
速
な
る
後
退
に
よ
っ
て
、
外
地
化
し
つ
つ
あ
っ
た
西
北
溢

に
た
い
し
、
宋
と
し
て
は
新
た
な
慮
置
を
講
ぜ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

あ
え
て
漢
人
・
タ
ン
グ

1
ト
熟
戸
の
雨
者
を
離
間
せ
ん
と
す
る
が
如

き
禁
令
を
出
し
た
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
西
北
溢
の
漢
人
を
タ
ン
グ

l
ト
に
劃
し
て
閉
鎖
し
て
そ
の
混
融
を
防
止
し
、

一
種
複
合
祉
舎
と

し
て
固
定
化
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宋
の
西
北
港
防
衛
の
た
め

の
障
壁
た
ら
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
解
し
た
い
。
前
代
の
、

し
か
も
他
地
域
で
の
事
例
で
は
あ
る
が
、
蓄
唐
書
巻
一
七
七
虚
鈎
停

に
、
虚
鈎
が
嶺
南
の
節
度
使
た
り
し
時
の
政
績
を
し
る
し
た
中
に
、

先
是
。
土
人
(
土
著
の
漢
人
)
興
蛍
糠
雑
居
。
婚
要
相
遇
。
吏
或
撰
之
。

相
誘
矯
凱
。
(
虚
)
鈎
至
。
立
法
。
伴
華
鐙
異
慮
。
婚
要
不
通
。
費

人
不
得
立
回
宅
。
由
是
微
外
粛
清
而
不
相
犯
。

と
み
え
る
の
も
、
こ
の
場
合
参
照
さ
る
べ
く
、
お
そ
ら
く
相
似
の
ケ

ー
ス
と
み
な
し
て
差
支
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
通
婚
禁
止
令
の
如
き
、
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お
そ
ら
く
前
代
の
事
例
を
参
照
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

七

以
上
、
北
宋
初
期
に
お
け
る
西
北
謹
の
蕃
漢
混
住
地
域
に
お
け
る

諸
問
題
を
李
総
遷
の
興
起
と
い
う
新
な
る
政
治
情
勢
と
の
閥
蓮
に
お

い
て
把
え
つ
つ
、
考
察
を
試
み
た
。
西
北
溢
の
漢
入
社
禽
は
タ
ン
グ

1
ト
族
の
遷
住
の
結
果
、
一
種
複
合
祉
舎
を
形
成
し
つ
つ
あ
っ
た
が
、

政
治
情
勢
の
新
展
開
と
と
も
に
複
雑
な
る
様
相
を
呈
し
た
の
で
あ
り
ー

そ
れ
故
に
宋
朝
嘗
局
者
と
し
て
も
特
別
な
る
閥
心
を
以
て
こ
れ
を
見

守
り
つ
つ
、
，
次
々
に
新
な
る
慮
置
を
講
ぜ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で



あ
る
。
す
な
わ
ち
、
漢
人
女
子
の
出
塞
は
こ
れ
が
禁
止
規
定
の
あ
っ

タ
ソ
グ

l
ト
熟
戸
の
入
貢
に
際
し
て
、
漢
人
女
子

が、

-私
か
に
購
わ
れ
て
件
い
去
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
頻
護
し
た
結

た
に
も
拘
ら
ず
、

果
、
こ
れ
が
禁
令
を
み
る
に
い
た
っ
た
。
そ
れ
は
結
局
、
唐
律
以
来

の
法
の
規
定
に
基
き
つ
つ
も
、
現
賓
の
問
題
に
雁
じ
て
規
定
を
百
六
鰻

化
せ
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
規
定
に
も
拘

ら
ず
、

司西
北
迭
の
動
範
に
よ
る
漢
人
の
貧
窮
化
の
た
め
に
頻
渡
し
た

人
口
賀
買
の
結
果
、

タ
ン
グ
l
ト
へ
波

λ
す
る
漢
人
は
少
し
と
せ
ず
、

そ
れ
は
宋
の
波
蕃
漢
人
招
収
策
を
著
し
く
阻
害
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
加
え
て
、
李
総
選
の
活
躍
の
結
果
、
西
北
過
の
情
勢
が
い
よ

い
よ
切
迫
し
た
際
に
お
い
て
、
宋
が
同
方
面
の
漢
人
確
保
の
た
め
に

投
じ
た
一
石
は
、

タ
ン
グ

I
ト
熟
戸
と
の
遁
婚
に
開
す
る
禁
止
令
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
一
片
の
遁
婚
禁
止
令
の
如
き
、
そ
の
意
義
は
別
と
し
て
、

そ
の
数
用
の
程
は
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
べ
く
も
な
い
。
而
し
て
西
北

迭
の
地
に
タ
ン
グ
l
ト
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー

h

が
確
立
せ
ら
れ
て
西
夏
の
建

ー園
を
み
た
の
ち
、
西
夏
支
配
層
に
お
い
て
蕃
漢
、
通
婚
の
屡
見
す
る
こ

と
は
さ
き
に
ふ
れ
た
が
、

そ
れ
は
ひ
と
り
支
配
層
の
み
の
こ
と
で
は
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な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
乍
ら
、
こ
れ
ら
の
遁
婚
に
も
拘
ら
ず
、

そ
れ
に
よ
っ
て
同
方
面
の
漢
人
が
タ
ン
グ
I
ト
に
混
融
し
、
同
化
し

去
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
商
夏
の
建
園
よ
り
そ
の
瓦
壊
ま
で
、
貰
に

二
世
紀
に
わ
た
っ
て
、
異
民
族
の
支
配
下
に
あ
り
な
が
ら
、
元
代
に
入

っ
て
も
、
タ
ン
グ
l
ト
陪
波
の
漢
人
以
「
漢
河
西
」
と
し
て
、
「
蕃
河
西
」

な
る
タ
ン
グ

l
ト
と
明
確
な
医
別
を
有
し
た
こ
と
は
、
銭
大
析
の
元

史
氏
族
表
(
巻
二
)
に
も
し
る
す
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
漢

入
社
禽
が
複
合
社
禽
的
性
格
を
持
績
し
た
こ
と
を
裏
書
す
る
も
の
で

あ
る
が
、
一
方
、
西
夏
(
タ
ン
グ
!
ト
)
史
研
究
の
立
場
よ
り
す
る
な
ら

ば
、
西
夏
内
部
に
あ
っ
て
か
か
る
瀧
入
社
舎
が
い
か
に
護
展
し
て
行

っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
問
題
で
あ
る
。
す
で
に
、
若
干
の
人
々
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に
よ
っ
て
、
諸
民
族
の
「
混
合
園
家
」
と
し
て
特
質
づ
け
ら
れ
た
こ

の
園
に
お
い
て
、
そ
の
支
配
層
が
い
か
に
異
民
族
支
配
に
努
め
る
と

と
も
に
、
こ
れ
ら
異
民
族
を
そ
の
園
家
護
展
の
土
に
活
用
し
た
か
と

い
う
こ
と
は
、
今
後
に
残
さ
れ
た
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
ら
異
民
族
の

中
に
あ
っ
て
、
漢
入
の
も
て
る
役
割
が
と
く
に
著
し
か
っ
た
こ
と
は

さ
き
に
ふ
れ
た
が
、
そ
れ
は
す
で
に
西
夏
建
圏
の
成
就
す
る
以
前
よ

り
、
西
北
過
に
お
け
る
混
住
化
の
進
展
と
タ
ン
グ

t
ト
勢
力
の
撞
頭

と
に
伴
っ
て
匪
胎
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
西

夏
建
園
の
問
題
を
究
め
る
た
め
に
は
、
建
園
成
立
以
前
に
湖
っ
て
西



54 

北
溢
の
漢
人
の
問
題
を
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
解
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

小
篇
に
お
い
て
は
、

一
臆
宋
の
封
西
北
没
政
策
と
い
う
観
黙
に
立
ち

な
が
ら
も
、
宋
と
タ
ン
グ
l
ト
と
の
交
渉
過
程
に
た
え
ず
閥
漣
せ
し

め
つ
つ
、
漢
人
の
問
題
を
中
心
と
し
て
考
察
を
す
す
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

函
夏
連
閣
の
前
史
の
一
面
を
窺
わ
ん
こ
と
を
期
し
た
も
の
で

あ
る
。

(昭
和
三
十
四
年
五
月
五
日
稿
了
)

補
註ω羽

田
一一
亨
惇
土
「
漢
民
族
の
同
化
力
説
に

つ
い
て
」
(
羽
田
博
土
史
祭
論
文

築
上
智
所
収
)
七
二
四
|
五
頁

・
王
桐
齢
氏
「
支
那
に
於
け
る
外
来
民
族

の
漢
化
に
就
い
て
」
(
史
拳
雑
誌
四
七
網
一

一
統
)
八
頁
以
下。

倒
「
務
輯問
庚
の
事
蹟
」
七一-一
l
l
五
頁

ω同
右
、
七
三
|
四
頁

川
間
帯
町
五
代
史
の
記
事
は
僻
海
(
合
訂
本
三
七
六
頁
)
に
引
く
と
こ
ろ
で
、

諸
橋

鰍
次
惇
士
「
大
漢
和
僻
典
」
三
巻
二
八
八
九
頁
に
も
こ
の
記
事
を
引
い
て

い
る
。

同
以
上
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
唐
代
に
於
け
る
党
項
の
設
展
」
(
東
方
史
論

殺
第
一
所
収
)
な
ら
び
に
「
五
代
期
に
お
け
る
夏
州
政
権
の
展
開
」

(東

方
祭
第
九
絹
)
多
照
。

制
以
上
の
形
勢
に
つ
い
て
は
、
迫
て
裂
表
す
べ
き
拙
稿
「
李
総
遜
の
興
起
前

後
」
に
詳
論
す
る
。

同
大
崎
富
士
夫
氏
「
宮
弼
の
流
民
救
済
法
」

(東
洋
の
政
治
経
済
所
収
こ

六

八
、

一
八
四
1

五
頁
。
な
お
、
穂
積
文
雄
氏
「
流
民
考
」
・
1

流
民
繊
考
」

(
経
済
論
議
七
五
悠
一

・
六
続
)
に
も
宋
代
の
流
民
封
策
に
ふ
れ
ら
れ
て
い

る
。

制
拙
稿
「
唐
代
に
於
け
る
党
項
の
設
展
」
補
註

一
二
五
参
照
。

制
宮
崎
市
定
博
士

「
西
夏
の
興
起
と
青
白
盟
問
題
」

(
ア
ジ
ア
史
研
究
第

一

所
収
)
三

O
O頁

帥
玉
井
是
博
氏

「
麿
の
賎
民
制
度
と
そ
の
由
来
」

(
支
那
祉
曾
経
済
史
研
究

所
収
)
・
仁
井
田
陸
博
士
「
支
那
身
分
法
史
」

七
二
三
頁
以
下

・
七
八

O

頁
な
ど

・
有
高
際
博
士

「
一冗
代
奴
隷
考
」

(小
川
博
士
溢
暦
記
念
史
皐
地

理
察
論
議
所
収
)

ω仁
井
田
博
士

「
中
閣
法
制
史
」
一
一
一
五
|
六
頁

帥
州
首相
「
唐
代
に
於
け
る
党
項
の
毅
展
」
九
三
頁

帥
同
右
、
九
三
頁
な
ら
び
に
補
註
一
五
七

制
「
中
園
婚
姻
史
」
(
中
薗
文
化
史
叢
書
所
収
)
二

八
頁

帥
箭
-内
亙
博
士
は、

勘
箭
の
儀
が
宋
史
所
見
の
も

の
よ
り
以
前
に
中
関
に
存

せ
し
こ
と
を
議
想
さ
れ
て
、

遜
の
勘
箭
の
儀
は
中
閣
に
由
来
す
る
と
設
か

れ
た
が

っ

元
朝
牌
符
考
」

蒙
古
史
研
究
所
収、

八
六
三
1

四
頁
)
、
松
井

等
氏
が
本
文
所
引
の
夢
渓
筆
談
の
記
事
に
よ

っ
て
、
勘
箭
が
「
遂
し
契
丹

の
風
俗
」
に
由
来
す
べ
し
と
さ
れ
た

の
に
従
う
べ
き
で
あ
る
(
「契
丹
人
の

衣
食
住
」
満
鮮
地
理
歴
史
研
究
報
告
第
九
、

二一
一
O
l
一
頁
)

紛
宮
崎
博
士

「
東
洋
的
近
世
」
一

一一一
四
頁
。
な
お
、
朱
代
の
排
外
思
想
に
つ

い
て
は
、
松
井
等
氏
「
支
那
祉
曾
思
潮
」
(
岩
波
講
座
世
界
思
潮
所
収
)
ニ

七
頁
に
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。

M
W
「
遼
代
社
禽
史
研
究
」
一

八
六
頁

帥
同
右
、
同
頁

倒
山
本
澄
子
氏
「
五
代
朱
初
の
党
項
民
族
及
び
そ
の
西
夏
建
固
と

の
関
係
」

(
東
洋
皐
報
三
三
舎
一
一
腕
)
一

二ハ
|
三
七
頁

帥
宮
崎
博
士

「
西
夏
の
興
起
と
青
白
極
問
題
」
二
九
六
頁
以
下

制
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guards for the warlords who' had the' cenfral aud local admin:istrative 
power; Theと包町etentgroup which took ove十the administrative power 

at the end of Later Han後漢 appointed.their clependents and followers 

as 0伍cialsand soldiers: . As the ages went on， the suteriority and the 

control Qf the emperor Qver .the war10rds became strorigeh As the 

result. of . this， rriany kinds' of bodyguards ~ere changed into a guard of 

honour， appointed oy the emperor and Iimited in んmber. The warlords 

tecaine the emperoi-'s bureaucrats; and their private tullowers， the office-boys_ 

Some Govemment Prohibitions in the Early Sung宋

Dynasty in Connection with the Tangut 

Seiro Okazaki 

The foundation of the Hsi-hsia西夏 Stateby Li .Chi-ch'ien'李継遷 at

the beginning of the Sung Dynasty caused a tense. situation in the north-

western frontier of China. Sung took sllch pQlicies against this phase 

as (1) prohibition of wqmen-tj.-ade; (2)印atof international rrtarriage. The 

Chinese-foreigners compound aera had been formed in thil'l region as the 

result fof the movemmt eastward of the Tangut since the msdhle of the 

T'ang Dynasty. The former prohibition was 'issued by the Simg govE;!rn-

ment mde¥these coMLtions-But manv poverty strickri Chinese were 

sold to the Tangut in spite of the government prohibitia.n. Since the 

Tangut became more active， Sung took the second policy to protect the 

Chinese from the Ta時 utand to settle the compound soti~ty. 

On γul盃msunder the S五manidsDynasty 

Keishiro Sαto 

The author wil1 Shldy the character of ruiams， especially that under 
Sam五nidsDynasty， among some kinds of servants who took _important parts. 

in western Asia 'under Islam. The rulams， as well as-being slaves， were 

servahts who could be traded for money. The Turkish. were the most 

exp，.ensive among them. The rulams were engaged in mean occupations 

_'::2ー



and were sometimes dispatched by the emperor to the countryside on the 

business of a: lawsuit or compulsory tax-gathering_ They were highhanded 

enough to take bribes. After the middle of the Abbasids Dynasty， troops 

of Turkish rulams appeared as the imperial guards of the emperor. They 

were 0伍cially，equipped， salaried， disciplined professional troops. They 

were different from . hired troops in the point of having no freedom to 

make a contract. The rulams soldiers might be promoted to the highest 

knights over the heads of the regular soldiers and even' to the post of 

governer， when they were recognized by the emperor. 
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